
議案第 19号 

 

平成 26年度大磯町一般会計補正予算（第９号） 

 

 平成 26年度大磯町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 49,269千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ 9,965,861千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 継続費の変更は、「第２表 継続費補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第３条 繰越明許費の追加及び変更は、「第３表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第４条 債務負担行為の追加及び変更は、「第４表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第５条 地方債の変更は、「第５表 地方債補正」による。 

 

 

  平成 27年２月 17日提出 

 

大磯町長 中 﨑 久 雄    



8 33,000 △16,500 16,500

1 自動車取得税交付金 33,000 △16,500 16,500

14 1,291,897 △34,434 1,257,463

1 国庫負担金 599,919 1,402 601,321

2 国庫補助金 685,005 △35,836 649,169

15 633,386 △12,253 621,133

1 県負担金 307,982 14,898 322,880

2 県補助金 251,622 △27,151 224,471

17 8,537 1,200 9,737

1 寄附金 8,537 1,200 9,737

18 614,605 38,698 653,303

2 基金繰入金 388,226 38,698 426,924

20 266,598 △13,380 253,218

4 受託事業収入 1,830 △1,508 322

5 雑入 220,777 △11,872 208,905

21 522,500 △12,600 509,900

1 町債 522,500 △12,600 509,900

10,015,130 △49,269 9,965,861

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

町債

歳　　入　　合　　計
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自動車取得税交付金

国庫支出金

県支出金

寄附金

繰入金

諸収入



2 2,019,720 5,308 2,025,028

1 総務管理費 1,099,850 3,789 1,103,639

3 戸籍住民基本台帳費 73,153 1,349 74,502

7 地域協働費 630,378 170 630,548

3 3,034,082 8,660 3,042,742

1 社会福祉費 1,980,002 12,751 1,992,753

2 児童福祉費 1,053,980 △4,091 1,049,889

4 1,043,951 △37,302 1,006,649

1 保健衛生費 257,715 △4,120 253,595

2 清掃費 786,236 △33,182 753,054

7 169,632 10,250 179,882

1 商工費 169,632 10,250 179,882

8 1,257,802 △7,369 1,250,433

2 道路橋りょう費 472,472 △941 471,531

4 都市計画費 619,501 △6,428 613,073

9 491,958 △14,452 477,506

1 消防費 491,958 △14,452 477,506

10 967,986 △9,969 958,017

1 教育総務費 194,067 4,014 198,081

2 小学校費 128,339 600 128,939

4 幼稚園費 175,216 420 175,636

5 社会教育費 393,743 △15,003 378,740

12 682,539 △4,395 678,144

1 公債費 682,539 △4,395 678,144

10,015,130 △49,269 9,965,861

消防費

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

教育費

公債費

歳　　出　　合　　計
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総務費

民生費

衛生費

商工費

土木費



第２表　継続費補正

（変更）

第３表　繰越明許費補正

（追加） （単位　千円）

（変更） （単位　千円）

金　　額

102,203

款

補正後
幹線２７号線整備工事

８ 土木費

７ 商工費

22,266

10 教育費 137,832

２ 道路橋りょう費８ 土木費

５ 社会教育費 旧吉田茂邸再建事業

40,000
平成26年度

１ 商工費 町営照ヶ崎プール整備事業

項款

年割額

39,720
平成26年度 10,359

４　衛生費 ２　清掃費
（仮称）リサイクル
センター整備事業

平成27年度

補　正　前

17,000

区　　　分

補　正　後

総　額

29,361

補正前

事　　業　　名

平成27年度

10,250

区　分

年度

23,000

183,513

17,548生沢月京１号線整備事業

総　額 年　度 年割額

事　　業　　名 金　　額

款 項 事　業　名

４ 都市計画費 公園トイレ改修事業

項

８ 土木費 ２ 道路橋りょう費
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第４表　債務負担行為補正

（追加） （単位　千円）

（変更） （単位　千円）

第５表　地方債補正

（変更） （単位　千円）

補正前 522,500
計

補正後 509,900

同　上

補正前 28,200 同　上 同　上 同　上

22,100 同　上 同　上 同　上

生涯学習館整備事業
補正後 25,300 同　上 同　上

同　上 同　上 同　上

消防庁舎非常用発電設
備改修事業

補正後 18,000 同　上 同　上 同　上

補正前

本庁舎非常用発電設備
改修事業

補正後 40,900

　年5.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる政府資
金等について、
利率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率）

　政府資金について
は、その融資条件によ
り、銀行その他の場合
にはその債権者と協定
するものによる。ただ
し、町財政の都合によ
り据置期間及び償還期
間を短縮し、又は繰上
償還若しくは低利に借
換えすることができ
る。

普通貸借

又　　は

証券発行

補正前 46,500

起　債　の　目　的 区　分 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

平成27年４月１日から契約の履
行を必要とする業務

事　　　項

平成27年４月１日から契約業務
を必要とする業務にかかる金額

平成27年度

限　度　額期　　　間

事　　　項 区　　　分 限　度　額

補　正　前 102,263

補　正　後 106,922ごみ処理広域化事業（二宮町剪
定枝資源化施設整備費・運営費
負担金）
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